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１ 見直しの背景

○長崎市では、「長崎市第五次総合計画[前期基本計画]」をはじめとした全体計画のうち、水産業や農業分野の施策をより
具体化し、今後の本市の水産業や農業のめざすべき姿とその実現方法を示すため、「第４次長崎市水産振興計画（Ｒ４～Ｒ
７）」及び「第二次長崎市農業振興計画[前期計画]（Ｒ４～Ｒ７）」を策定し、それらの個別計画に基づき各種施策を推進
している。

○このような中、両計画の計画期間は令和７年度までであるため、本来であれば、今年度次期計画を策定する必要があった
が、他の各種計画との重複、現在策定中の第五次総合計画[後期基本計画]の施策の方向性との調整、今年実施された農林業
センサス2025の結果等の最新データ（Ｒ８年３月公表予定）の利活用など、改めて両計画の必要性を検討したうえで策定す
る必要があると考え、両計画の計画期間を１年延長し、令和７年度は両計画の今後の方向性を検討を行った。
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【めざす都市像】「個性輝く世界都市」「希望あふれる人間都市」 

【まちづくりの方針 C】私たちは「人や企業に選ばれ、産業が進化し続けるまち」をめざします 
 ・（農林業）C３ 次世代につながる農林業を育てます 
 ・（水産業）C４ 水産業を環境変化に強く活気のある持続可能な産業にします 

分野横断 
 

 

 

 

分野別計画 

 

 

 

 

長崎市経済成長戦略 
長崎市水産振興計画 
長崎市農業振興計画 
 

長崎市重点プロジェクトア
クションプラン（経済再生） 

長崎市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略 

地区別計画 
 

 

 

 

長崎市浜の活力再生広域プラン（別途
地区別計画あり） 
地域計画（24集落） 
 

【参考】水産業・農業が含まれる計画の全体像
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見直しにあたっては、水産農林部長直轄の所属横断的なプロジェクトチーム「水産振興計画・農業振興計画検討チーム」
を設置し、第２期行政経営プランにおける「会議の在り方の整理」に基づいて検討を行った。

【参考】第２期行政経営プラン上の位置づけ

分類 財政の健全化 - ②歳出の抑制 – ア 事業の効率化

取組
内容

会議の在り方の
整理（計画策定
含む）

取組
概要

会議体によっては、検討する内容や構成メンバーが重複するなどにより、合同で開催し
たり、会議体を統合することができるものについては集約を図る。
また、法律等で計画策定を義務付けられているものを除き、計画策定の必要性について
再考し、見直しを行う。

【想定される主な効果】
・会議や計画策定等に係る業務量の削減
・審議会等会議運営経費の削減

（１）庁内の計画の策定・見直し状況

調査所属数 個別計画数※ 計画策定・進捗管理に係る課題 見直しの状況
法定計画 任意計画

４０ 62 22 40

・ 計画策定・改訂、評価に伴う事
務負担
・ 他部署との連携調整の必要性
・ 計画間の重複や整合性の確保

任意計画のうち、20の計画にお
いて、統合や廃止などの内容の
見直し（検討中を含む）を実施

※水産振興計画及び農業振興計画を除く

２ 見直しの内容
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（２）他都市の計画の策定・見直し状況

【経済財政運営と改革の基本方針 2022 】
○法令上新たな計画等の策定の義務付け・枠付けを定める場合には、必要最小限のものとすること。
○努力義務やできる規定、通知等によるものについても、地方の自主性及び自立性を確保する観点から、できる限り新設しな

 いようにするとともに、真に必要な場合でも、計画等の内容や手続は、各団体の判断にできる限り委ねることを原則とする。
○計画等は、特段の支障がない限り、策定済みの計画等との統合や他団体との共同策定を可能とすることを原則とする。 

県内 県外※

策定状況
３市/12市（25.0％）

（水産：なし 農業：３市）
10市/11市（91.0％）

（水産：３市 農業：７市 水農統合：２市）

課題 事務負担が大きい、内容の整合性確認が難しい 事務負担が大きい、内容の整合性確認が難しい

見直し(廃止)の状況 水産：２市 農業：１市 水農統合：２市 水産：２市 農業：１市 水農統合：なし

見直し(廃止)及び策
定なしの理由

・上位計画（総合計画）に包含
・上位計画（総合計画）に包含
・外部計画（浜の活力再生プラン等）に包含

見直し(廃止)の
メリット

・事務負担、コスト軽減
・状況変化への迅速な対応が可能

・事務負担、コスト軽減
・状況変化への迅速な対応が可能

見直し(廃止)の
デメリット

・市民に施策の情報が伝わりにくい
・事業方針等が明確に示せない

・市民に施策の情報が伝わりにくい
・事業方針等が明確に示せない

※中核市のうち、人口が同規模かつ漁業経営体数が10を超える自治体

（３）国の動向

（４）計画を策定した場合の業務量及びコスト

これまでと同様に水産振興計画や農業振興計画を策定した場合は、年間約2,000時間の業務量と約1,000万円の業務コスト
（人件費）が発生する。
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〇水産・農林分野における施策や取組みの方向性は総合計画に位置付けられているため、見直しの検討結果を踏まえ、従来の
水産振興計画及び農業振興計画は廃止する。※計画の廃止に伴い両審議会も廃止

○ただし、第五次総合計画後期基本計画における「施策」や「取組みの方向性」は、水産業と農林業を統合し、大きな視点
で捉えた記述となっていることから、市民や農・漁業者、関係団体等に対して、本市の水産業や農林業の取組みを理解して
もらうためには、「取組みの方向性」をよりわかりやすく示す必要がある。

〇そこで、後期基本計画における「取組の方向性」を補完し、より詳細な現状や課題の分析、今後５年間の具体的な取組方針
等を示した「（仮称）長崎市水産農林業施策に関するガイドライン」を策定する。

３ 水産振興計画・農業振興計画の見直し結果

第五次総合計画「後期基本計画」 長崎市水産農林業施策に関するガイドライン（イメージ）
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【参考】第五次総合計画「後期基本計画」施策：Ｃ３

「取組みの方向性」をよりわかりやすく示す必要がある。
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水産振興計画審議会や農業振興計画審議会において、計画に関する現状や課題、庁内及び他都市における計画見直しの状況
を踏まえた今後の両計画の見直しの方向性について説明を行い、意見を伺った。

４ 審議会の意見

水産振興計画審議会

第１回
(R7.9.1)

・計画がないと困るという状況ではない。
・水産業全体の大きな枠組みの中で、自分の専門外の分野では意見が言えない。
・数年に１度、労力をかけて作り変える必要があるのかと感じている。
・所得向上に向けた計画（浜の活力再生プラン）がある。その計画をしっかり推進してほしい。

第２回
(R8.2.3)

・審議会廃止や計画の見直しについては賛成。
・時代の環境変化が激しい中で、５年経つと状況は大きく変わる。喫緊の課題に対応していく必要がある。
・すっきりとわかりやすく整理するのは賛成。完成したものを現場でいかに実現していくかが課題。
・現場の意見もしっかり聞いて反映してほしい。生産者や現場の人と一緒に取り組んでいけるとよい。

農業振興計画審議会

第１回
(R7.8.28)

・計画の見直しの方向性について賛成。
・できることは限られるので、コンパクトにして重点的にやるべきことを分かりやすく打ち出してほしい。
・策定にかかる時間が浮いた分、施策の実行に回す時間を増やしてほしい。
・農家の声をしっかり聴く機会を設けてほしい。

第２回
(R8.2.2)

・計画の見直しには賛成。農業と水産業とは別物であるので、農業・水産業とも各々しっかり現状分析し、
具体的に取り組むことを示し、実行すべきと考える。

・審議会廃止には賛成であるが、審議会という形ではなくても各分野や農業者等の意見を聴き、施策を進
めてほしい。

・中間目標の設定や進捗管理の場は必要。
・これまでの計画とガイドラインの違いを明確化してほしい。
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